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関釜フェリー航路：燃料費調整金(BAF)改定のご案内 

 

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 
平素より弊社サービスをご利用いただき厚く御礼を申し上げます。 
 
さて、昨今の中東情勢不安に伴う原油価格の急激な高騰により船舶燃料費が急激に上昇しております。この
度、弊社が利用しております関釜フェリー株式会社(下関~釜山航路)において、安定的に定時運航サービスを継
続するにあたり、緊急燃油割増料(EBS)が新たに導入されることとなりました。 
 
つきましては、弊社フォワーダー(NVOCC)サービスにおきましても、誠に不本意ではございますが、関釜フェリ
ー株式会社の料金設定に準じ、下記の通り EBSを適用させていただくこととなりました。 
何卒事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

1. EBS 料金(BAF合算後) 

区分 EBS(BAF合算) 

40Fコンテナ&シャーシ USD200 (USD600) 

20Fコンテナ&シャーシ/乗用車 USD100 (USD300) 

12Fコンテナ/BIKE USD60 (USD180) 

6Fコンテナ USD30 (USD90) 

LCL USD7 (USD21) 

特殊車両(車長 13m以上) USD200 (USD600) 

特殊車両(車長 13m未満) USD100 (USD300) 

※( )内は従来 BAF と EBS を合算した金額です。 

 

2. 実施日 
2026 年 4 月 15 日 下関・釜山両港出港便貨物より適用。 
 
3. 適用条件 
（1）EBS は運賃支払地に関係なく揚げ地にて徴収させて頂きます。 
（2）EBS は従来適用の BAF に合算してご請求させて頂きます。 
（3）その他、EBS 徴収に係る運用は BAF ご請求方法に準じます。 
 
4. 請求項目 
荷主様への請求項目は、従来通り 「燃料費調整金(BAF)」 として、EBS 相当額を含めた統合金額にてご請求申
し上げます。 
 
尚、今後原油価格が安定した場合、EBS につきましても速やかに調整を行う予定でございます。 
世界的なエネルギー情勢の変動という外的要因による措置とはいえ、御社のご負担が増加することとなり、誠に
心苦しく存じます。 
何卒ご理解を賜り、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 
 

以上 


